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佐倉市条例第   号 

佐倉市指定地域密着型サービス基準条例等の一部を改正する条例 

 （佐倉市指定地域密着型サービス基準条例の一部改正） 

第１条 佐倉市指定地域密着型サービス基準条例（平成２４年佐倉市条例第４

０号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条及び第１７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改め

る。 

  第３０条第２項及び第５４条第２項中「章」を「節」に改める。 

  第６０条中「（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）」を削る。 

  第６５条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条

第２項中「第８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

  第６９条第２項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「（単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介

護事業者をいう。以下同じ。）」を加える。 

  第７８条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同条に第１項及び

第２項として次の２項を加える。 

   指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定認知症対

応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定認知症対応型通

所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定

する地域包括支援センターの職員、認知症対応型通所介護について知見を

有する者等により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」

という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状

況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議か



ら必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等

についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

  第７８条に次の１項を加える。 

 ５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所

の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定認知症対応型

通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対し

ても指定認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

  第７９条第２項に次の１号を加える。 

 （６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

  第８７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

  第１０５条第１項中「市」を「市町村」に改める。 

  第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。 

  第１２９条第１項中「第８条第２０項」を「第８条第２１項」に改める。 

  第１５０条第１項中「第８条第２１項」を「第８条第２２項」に改める。 

 （佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部改正） 

第２条 佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例（平成２４年佐倉市

条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第

２項中「第８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

  第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同条に第１項及び

第２項として次の２項を加える。 

   指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表



者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又

は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄す

る法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、介

護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される

協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむ

ね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければな

らない。 

  第３９条に次の１項を加える。 

 ５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して

指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を行うよう努めなければならない。 

  第４０条第２項に次の１号を加える。 

 （６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

  第６２条を次のように改める。 

 第６２条 削除 

  第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準用する第

３９条第２項」に改める。 

  第６５条中「及び第３８条」を「、第３８条及び第３９条」に改め、「読み



替える」を「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える」

に改める。 

  第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」に改め

る。 

  第８６条中「第３８条」の次に「、第３９条」を加え、「、第６１条及び第

６２条」を「及び第６１条」に改め、「中「介護予防認知症対応型通所介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と」の次に「、第３９条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認

知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と」を加え、「、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。 

 （佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例（平成２

６年佐倉市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改め

る。 

 （佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第４条 佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める



条例（平成２６年佐倉市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


